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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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規 則

高知県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年12月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第58号

高知県行政組織規則の一部を改正する規則

高知県行政組織規則（平成15年高知県規則第43号）の一部を次

のように改正する。

第189条第 4 号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律」に改める。

附　則

この規則は、平成26年 1月 3日から施行する。
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高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年12月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第59号

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の一部を改正する規則

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（平成19年高知県規則第78号）の一部を次のよう

に改正する。

第 5条中「県内指定医療機関」を「条例第 2条第 4号の知事が別に定める医療機関」に改め、同

条に次の 1項を加える。

2　条例第 2条第 4号の知事が別に定める特定診療科目を有する医療機関は、次に掲げる特定診療

科目を有する医療機関のうち、別表に定める区域にある医療機関とする。

( 1 )　分娩
べ ん

を取り扱う医療機関の産婦人科

( 2 )　高知県保健医療計画に定める小児科病院群輪番制病院である医療機関の小児科

第 5条の次に次の 1条を加える。

（特定科目県内医療機関に係る特定診療科目）

第 5条の 2　条例第 2条第 5号の知事が別に定める特定診療科目は、前条第 2項各号に掲げる特定

診療科目とする。

第 6条中「第 2条第 5号に規定する県内指定支援医療機関」を「第 2条第 6号の知事が別に定め

る県内の医療機関」に改める。

第10条中「不適当と」を「不適当であると」に改める。

第18条を次のように改める。

（利息の利率）

第18条　条例第 8条第 3項の知事が定める割合は、年10.0パーセントとする。ただし、貸付金の貸

与を取り消され、又は貸付金の償還の猶予がされず、若しくは終了した事情を勘案して、知事が

やむを得ないと認めたときは、年3.0パーセントとする。

第19条第 3項中「、県内指定支援医療機関」を「、特定科目県内医療機関（条例第 2条第 5号に

規定する特定科目県内医療機関をいう。以下同じ。）又は県内指定支援医療機関」に、「及び」を

「及び特定科目県内医療機関又は」に、「県内指定支援医療機関以外」を「特定科目県内医療機関

及び県内指定支援医療機関以外」に改める。

第20条第 1項ただし書中「端数が」を「端数を」に改める。

第21条中「県内指定医療機関」を「県内指定医療機関、特定科目県内医療機関」に改める。

別記第 1号様式を次のように改める。
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別記第 2号様式注 2中「申込書」を「申請書」に改める。

別記第 4号様式中

に改める。

別記第26号様式から別記第28号様式までの規定中「県内指定医療機関」を「県内指定医療機関、

特定科目県内医療機関」に改める。

別記第29号様式中「県内指定医療機関（」を「県内指定医療機関（特定科目県内医療機関）（」

に、「県内指定医療機関又は」を「県内指定医療機関、特定科目県内医療機関又は」に改める。

附　則

（施行期日）

1　この規則は、平成26年 1月 1日から施行する。

（経過措置）

2　この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（次項において「新規

則」という。）第18条の規定は、この規則の施行の日（同項において「施行日」という。）にお

いて現に貸付金を償還している者については、適用しない。

3　新規則第19条第 3項（新規則第20条第 1項（同条第 3項において準用する場合を含む。）にお

いて準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に受ける特定科目後期臨床研修及び従事する

医師の業務に係る期間の算定について適用し、施行日前に受けた特定科目後期臨床研修及び従事

した医師の業務に係る期間の算定については、なお従前の例による。

申請者氏名

申請者氏名

電話番号

電話番号

Ｅメール

アドレス

「

「

を

」

」

㊞

㊞

高知県介護保険審査会規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成25年12月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第60号

高知県介護保険審査会規則の一部を改正する規則

高知県介護保険審査会規則（平成11年高知県規則第76号）の一

部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

高知県介護保険審査会条例施行規則

第 1条中「高知県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数

等に関する条例（平成11年高知県条例第29号）第 3条」を「高知

県介護保険審査会条例（平成11年高知県条例第29号）第 4条」に

改める。

第 2条の見出しを「（会長の職務）」に改める。

第 5条の見出しを「（書類の提出）」に改め、同条中「対して

するものとする」を「対してしなければならない」に改める。

附　則

この規則は、平成26年 4 月 1日から施行する。

公 安 委 員 会 規 則

高知県警察の交番、駐在所等の名称、位置及び所管区域に関す

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年12月27日

高知県公安委員会委員長　山﨑　實樹助

高知県公安委員会規則第 8号

高知県警察の交番、駐在所等の名称、位置及び所管区域

に関する規則の一部を改正する規則

高知県警察の交番、駐在所等の名称、位置及び所管区域に関す

る規則（昭和50年高知県公安委員会規則第 8号）の一部を次のよ

うに改正する。

本則中「別表のとおり」を「別表第 1から別表第 3までのとお

り」に改める。

別表第 1を次のように改める。

別表第 1

交番、駐在所及び警備派出所一覧表

区分

署別

高知

交番

9

駐在所

2

警備派出所
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別表第 2 の 1 　高知警察署の表高知警察署秦泉寺交番の項中

「愛宕町四丁目　重倉　久礼野」を「愛宕町四丁目」に改め、同

表高知警察署一宮交番の項、高知警察署高須交番の項、高知警察

署五台山駐在所の項及び高知警察署土佐山駐在所の項を削る。

別表第 2の 2　高知南警察署の表高知南警察署三里交番の項を

削り、同表中

に改める。

別表第 2の 8を削る。

別表第 2の 7　香美警察署の表香美警察署繁藤駐在所の項を次

のように改める。

別表第 2の 7を同表の 8とする。

別表第 2の 6　南国警察署の表南国警察署大津駐在所の項及び

南国警察署介良駐在所の項を削る。

別表第 2の 6を同表の 7とし、同表の 5を同表の 6とし、同表

の 4を同表の 5とし、同表の 3を同表の 4とし、同表の 2の次に

次のように加える。

3　高知東警察署

高知南

高知東

室戸

安芸

香南

南国

香美

土佐

佐川

須崎

窪川

中村

宿毛

計

4

3

16

3

10

5

7

4

5

4

9

6

7

6

15

7

90

1

1

高知南

警察署

春野東

駐在所

高知南

警察署

春野東

駐在所

高知南

警察署

弘岡駐

在所

高知市

春野町

平 和

3393番

地13

高知市

春野町

平 和

3393番

地13

高知市

春野町

弘岡中

732番

地11

「

「

を

」

」

高知市のうち

春野町東諸木　春野町西諸木　春

野町内ノ谷　春野町南ケ丘一丁目　

春野町南ケ丘二丁目　春野町南ケ丘

三丁目　春野町南ケ丘四丁目　春野

町南ケ丘五丁目　春野町南ケ丘六丁

目　春野町南ケ丘七丁目　春野町南

ケ丘八丁目　春野町南ケ丘九丁目　

春野町甲殿　春野町平和　春野町西

分　春野町芳原　春野町秋山

高知市のうち

春野町西分　春野町芳原　春野町

内ノ谷　春野町西諸木　春野町東諸

木　春野町秋山　春野町甲殿　春野

町平和　春野町南ケ丘一丁目　春野

町南ケ丘二丁目　春野町南ケ丘三丁

目　春野町南ケ丘四丁目　春野町南

ケ丘五丁目　春野町南ケ丘六丁目　

春野町南ケ丘七丁目　春野町南ケ丘

八丁目　春野町南ケ丘九丁目

高知市のうち

春野町弘岡上　春野町弘岡中　春

野町弘岡下　春野町仁ノ　春野町西

畑　春野町森山

香美警察

署繁藤駐

在所

名称

高知東警

察署所在

地

高知東警

察署三里

交番

高知東警

察署高須

交番

高知東警

察署一宮

交番

高知東警

察署五台

山駐在所

高知東警

察署大津

駐在所

高知東警

察署介良

駐在所

高知東警

察署土佐

香美市土

佐山田町

繁藤 5番

地

位置

高知市大

津乙807

番地 1

高知市仁

井田1612

番地 3

高知市高

須一丁目

2番13号

高知市一

宮中町三

丁目12番

17号

高知市五

台山5004

番地

高知市大

津乙923

番地27

高知市介

良乙1684

番地 1

高知市土

佐山120

香美市土佐山田町のうち

西又　角茂谷　繁藤　樫谷　上穴

内　北滝本　新改　入野　平山　東

川　曽我部川　大法寺

所管区域

長岡郡本山町

高知市のうち

池　仁井田　種崎　十津一丁目　

十津二丁目　十津三丁目　十津四丁

目　十津五丁目　十津六丁目

高知市のうち

高須　葛島一丁目　葛島二丁目　

葛島三丁目　葛島四丁目　高須新町

一丁目　高須新町二丁目　高須新町

三丁目　高須新町四丁目　高須砂地

　高須本町　高須新木　高須一丁目

　高須二丁目　高須三丁目　高須東

町　高須西町　高須絶海　高須大谷

　高須大島

高知市のうち

布師田　一宮　薊野　薊野西町一

丁目　薊野西町二丁目　薊野西町三

丁目　薊野北町一丁目　薊野北町二

丁目　薊野北町三丁目　薊野北町四

丁目　薊野東町　薊野中町　薊野南

町　一宮西町一丁目　一宮西町二丁

目　一宮西町三丁目　一宮西町四丁

目　一宮しなね一丁目　一宮しなね

二丁目　一宮南町一丁目　一宮南町

二丁目　一宮中町一丁目　一宮中町

二丁目　一宮中町三丁目　一宮東町

一丁目　一宮東町二丁目　一宮東町

三丁目　一宮東町四丁目　一宮東町

五丁目　一宮徳谷

高知市のうち

吸江　五台山　屋頭

高知市のうち

大津甲　大津乙

高知市のうち

介良甲　介良乙　介良丙　介良　

潮見台一丁目　潮見台二丁目　潮見

台三丁目

高知市のうち

重倉　久礼野　土佐山菖蒲　土佐
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別表第 2の 9を削る。

別表第 2の10　土佐警察署の表土佐警察署所在地の項を次のよ

うに改める。

別表第 2の10　土佐警察署の表土佐警察署弘岡駐在所の項を削

り、同表中

に改める。

別表第 2の10を同表の 9とし、同表の11を同表の10とし、同表

の12を同表の11とし、同表の13を同表の12とし、同表の14を同表

の13とし、同表の15を同表の14とする。

附　則

この規則は、平成26年 4 月 1日から施行する。

高知県警察組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年12月27日

高知県公安委員会委員長　山﨑　實樹助

高知県公安委員会規則第 9号

高知県警察組織規則の一部を改正する規則

高知県警察組織規則（平成 6年高知県公安委員会規則第 1号）

の一部を次のように改正する。

第11条第 1項第12号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律」に改める。

附　則

この規則は、平成26年 1月 3日から施行する。

山駐在所

高知東警

察署杉駐

在所

高知東警

察署豊永

駐在所

高知東警

察署田井

駐在所

高知東警

察署森駐

在所

高知東警

察署地蔵

寺駐在所

高知東警

察署小松

駐在所

番地 9

長岡郡大

豊町杉33

番地 4

長岡郡大

豊町東土

居196番

地13

土佐郡土

佐町田井

1445番地

2

土佐郡土

佐町土居

231番地

1

土佐郡土

佐町地蔵

寺2477番

地 5

土佐郡大

川村小松

85番地 2

山西川　土佐山梶谷　土佐山　土佐

山高川　土佐山桑尾　土佐山都網　

土佐山弘瀬　土佐山東川　土佐山中

切

長岡郡大豊町のうち

葛原　津家　高須　杉　小川　中

村大王　日浦　川口　立川上名　立

川下名　穴内　谷　敷岩　尾生　磯

谷　馬瀬　戸手野　北川　久壽軒　

角茂谷

長岡郡大豊町のうち

寺内　奥大田　庵谷　船戸　黒石

　中屋　和田　梶ケ内　上東　安

野々　川戸　連火　西久保　桃原　

粟生　西川　立野　八畝　南大王　

怒田　川井　大滝　大平　中内　西

峯　柚木　岩原　筏木　東土居　西

土居　八川　佐賀山　大久保　大砂

子　柳野　永渕

土佐郡土佐町のうち

田井　大渕　古味　井尻

土佐郡土佐町のうち

土居　相川　高須　南泉　宮古野

　溜井　境　和田　柚ノ木　笹ケ谷

　樫山

土佐郡土佐町のうち

地蔵寺　西石原　東石原　有間　

瀬戸　栗木　芥川

土佐郡土佐町のうち

南川　下川　上津川

土佐郡大川村

土佐警察

署所在地

土佐警

察署戸

波駐在

所

土佐警

察署戸

波駐在

所

土佐警

察署天

王駐在

所

土佐警

察署三

瀬駐在

所

土佐警

察署吾

北駐在

所

土佐警

察署本

川駐在

所

土佐警

察署日

高駐在

所

土佐市高

岡 町 甲

1842番地

1

土佐市

家 俊

1070番

地 2

土佐市

家 俊

1070番

地 2

吾川郡

いの町

天王南

五丁目

2番地

2

吾川郡

いの町

柳瀬本

村589

番地 1

吾川郡

いの町

上八川

甲1912

番地 5

吾川郡

いの町

長 沢

13 2番

地21

高岡郡

日高村

本 郷

25 8番

地 6

土佐市のうち

高岡町甲　高岡町乙　高岡町丙　

高岡町丁　用石　塚地　中島　蓮池

　波介の一部（下東　下西　大谷）

吾川郡いの町のうち

1番地から7068番地まで　大国町

　大和町　新町　藤町　幸町　元町

　旭町　柳町　西地　西町　公園町

　加茂　東町　菊楽町　谷　羽根　

天神一丁目　天神二丁目　天神三丁

目　天神四丁目　奥名　是友　音竹

　駅前町　駅東町　駅南町　内野　

槇　北山　北内　内野南町　羽根町

　加茂町　内野北町　内野東町　枝

川　波川　鎌田　大内

土佐市のうち

家俊　積善寺　永野　市野々　鷹

ノ巣　太郎丸

土佐市のうち

家俊　積善寺　永野　市野々　鷹

ノ巣　太郎丸

吾川郡いの町のうち

天王南一丁目　天王南二丁目　天

王南三丁目　天王南四丁目　天王南

五丁目　天王南六丁目　天王南七丁

目　天王南八丁目　天王南九丁目　

天王北一丁目　天王北二丁目　天王

北三丁目　天王北四丁目　八田　池

ノ内

吾川郡いの町のうち

楠瀬　勝賀瀬　中追　柳瀬本村　

柳瀬石見　柳瀬上分　鹿敷　神谷　

加田　成山　小野

高岡郡日高村のうち

名越屋　本村　大花　宮谷　長畑

　鴨地

吾川郡いの町のうち

上八川甲　上八川乙　上八川丙　

上八川丁　清水上分　清水下分　小

川東津賀才　小川西津賀才　小川樅

ノ木山　小川新別　下八川甲　下八

川乙　下八川丙　下八川丁　下八川

十田　小川柳野

吾川郡いの町のうち

足谷　越裏門　大森　葛原　桑瀬

　高薮　寺川　戸中　長沢　中野川

　脇ノ山

高岡郡日高村のうち

本郷　岩目地　九頭　沖名　下分

　柱谷

「

「

を

」
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高知県留置施設視察委員会運営規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成25年12月27日

高知県公安委員会委員長　山﨑　實樹助

高知県公安委員会規則第10号

高知県留置施設視察委員会運営規則の一部を改正する規

則

高知県留置施設視察委員会運営規則（平成19年高知県公安委員

会規則第 9号）の一部を次のように改正する。

第 2条中「第21条第 2項」を「第21条第 1項」に改める。

附　則

この規則は、平成26年 4 月 1日から施行する。

人 事 委 員 会 規 則

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成25年12月27日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第16号

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与の支給等に関する規則（昭和31年高知県人事委員会

規則第 3号）の一部を次のように改正する。

第11条第 1項中「常勤の職員」を「常勤の職員又は再任用短時

間勤務職員」に、「という。」を「という。）（再任用短時間勤

務職員にあっては、勤務を要する日における再任用短時間勤務職

員として勤務を要する時間。以下この項において同じ。」に、

「していない日」を「していない日（再任用短時間勤務職員に

あっては、次に掲げる事務に従事している時間及び同項各号のい

ずれかに該当する負傷又は疾病によるものとして承認された休暇

の事由により勤務をしていない時間）」に、「こととする」を

「職員とする」に改め、同項ただし書中「第 5条」を「同条」に

改め、同項第 1号中「第 8条第 2項」を「第 8条第 2項各号」に

改め、同項第 2号中「第187条第 2項」を「第187条第 2項各号」

に改め、同項第 3号中「有するもの」を「有する者」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

平成25年12月27日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第17号

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部

を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和32年高

知県人事委員会規則第 7号）の一部を次のように改正する。

別表第22の表中「 1級25号給」を「 1級28号給」に、「 1級15

号給」を「 1 級18号給」に、「 1 級 5 号給」を「 1 級 8 号給」

に、「 1級 1号給」を「 1級 4号給」に、「 1級 9号給」を「 1

級12号給」に改める。

別表第23の表中「 1級21号給」を「 1級24号給」に、「 1級 3

号給」を「 1級 6号給」に改める。

別表第25の表中「 2級29号給」を「 2級32号給」に、「 2級13

号給」を「 2 級16号給」に、「 2 級 1 号給」を「 2 級 4 号給」

に、「 1級11号給」を「 1級14号給」に、「 1級21号給」を「 1

級24号給」に、「 1級 1号給」を「 1級 4号給」に改める。

別表第26の表中「 2級41号給」を「 2級44号給」に、「 2級25

号給」を「 2 級28号給」に、「 2 級13号給」を「 2 級16号給」

に、「 2級 3号給」を「 2級 6号給」に、「 1級21号給」を「 1

級24号給」に、「 1級11号給」を「 1級14号給」に、「 1級 1号

給」を「 1級 4号給」に改める。

別表第27の表中「 2級 1号給」を「 2級 4号給」に、「 1級15

号給」を「 1 級18号給」に、「 1 級 5 号給」を「 1 級 8 号給」

に、「 2級33号給」を「 2級36号給」に、「 2級13号給」を「 2

級16号給」に、「 1級 1号給」を「 1級 4号給」に改める。

別表第28中「 1 級33号給」を「 1 級36号給」に、「 1 級 9 号

給」を「 1級12号給」に、「 1級 1号給」を「 1級 4号給」に改

める。

別表第29の表中「 2級15号給」を「 2級18号給」に、「 2級 1

号給」を「 2 級 4 号給」に、「 1 級11号給」を「 1 級14号給」

に、「 1級17号給」を「 1級20号給」に、「 1級 7号給」を「 1

級10号給」に、「 1級 1号給」を「 1級 4号給」に改める。

別表第30の表中「 2級11号給」を「 2級14号給」に、「 2級 5

号給」を「 2 級 8 号給」に、「 2 級 1 号給」を「 2 級 4 号給」

に、「 1級 1号給」を「 1級 4号給」に改め、同表備考 2中「 2

級15号給」を「 2 級18号給」に、「 2 級 9 号給」を「 2 級12号

給」に改める。

別表第31の 1の表中
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に改め、同表備考中「第 6条第 3項、公立学校職員の条例第 7条

第 3項又は警察職員の条例第 6条第 3項の規定の適用を受ける職

員以外の」を「第 6条第 2項、公立学校職員の条例第 7条第 2項

又は警察職員の条例第 6条第 2項の規定の適用を受ける」に改め

る。

附　則

（施行期日）

1　この規則は、平成26年 4 月 1日から施行する。ただし、次項

の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2　この規則の施行の日以後に新たに職員となる者で、職員の初

任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条から第12条の 2

までの規定に該当するものの初任給については、この規則によ

る改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第

11条から第12条の 2まで及び別表第22から別表第30までの規定

にかかわらず、任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得て

その者の号給を決定するものとする。

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

平成25年12月27日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第18号

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部を改正

する規則

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則（平成18年高知県人

事委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。

第 4条第 1項及び第 2項中「相当する額を」を「相当する額か

ら、平成26年 4 月 1日から平成27年 3月31日までの間にあっては

その差額に相当する額に 2 分の 1 を乗じて得た額（その額が

5,000円を超えるときは、5,000円とし、その額に 1円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てた額とする。）を、同年 4月 1

日以降にあっては5,000円に平成26年 4 月 1 日から給料を支給す

る日までの期間の年数（その期間に 1 年未満の端数があるとき

は、当該端数を 1年とする。）に相当する数を乗じて得た額（当

該額がその差額に相当する額を超えるときは、当該差額に相当す

る額とする。）をそれぞれ減じた額を」に改め、同条第 3 項中

「相当する額を」を「相当する額から、平成26年 4 月 1日から平

成27年 3月31日までの間にあってはその差額に相当する額に 2分

の 1を乗じて得た額（その額が5,000円を超えるときは、5,000円

とし、その額に 1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て

た額とする。）を、同年 4 月 1 日以降にあっては5,000円に平成

26年 4 月 1日から給料を支給する日までの期間の年数（その期間

に 1年未満の端数があるときは、当該端数を 1年とする。）に相

当する数を乗じて得た額（当該額がその差額に相当する額を超え

るときは、当該差額に相当する額とする。）をそれぞれ減じた額

を、」に改める。

第 5条第 1項中「相当する額を」を「相当する額から、平成26

年 4 月 1日から平成27年 3月31日までの間にあってはその差額に

相当する額に 2 分の 1 を乗じて得た額（その額が5,000円を超え

るときは、5,000円とし、その額に 1 円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てた額とする。）を、同年 4月 1日以降にあっ

ては5,000円に平成26年 4 月 1 日から給料を支給する日までの期

間の年数（その期間に 1年未満の端数があるときは、当該端数を

1年とする。）に相当する数を乗じて得た額（当該額がその差額

に相当する額を超えるときは、当該差額に相当する額とする。）

をそれぞれ減じた額を」に改める。

附　則

　この規則は、平成26年 4 月 1日から施行する。

入 札 公 告

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

平成25年12月27日

高知県公営企業局長　岡林　美津夫

1　入札に付する事項

( 1 )　委託業務の名称及び数量

高知県立幡多けんみん病院清掃業務　一式

( 2 )　委託業務の履行場所

高知県立幡多けんみん病院の病院棟及び構内（宿毛市山奈

町芳奈 3番地 1地内）

( 3 )　委託業務の仕様等

仕様書による。

( 4 )　委託業務の履行期間

平成26年 4 月 1日から平成27年 3月31日まで

( 5 )　入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の100分の 8 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　平成24年から平成26年までに高知県が委託する庁舎等

の清掃業務の特定調達契約に係る競争入札参加資格者名簿

（以下「名簿」という。）に登載されている者又は名簿に

登載されていない者で平成26年 2月 4日（火）までに高知

県総務部管財課において、一般競争入札及び指名競争入札

の参加資格の認定を受けたものであること（この場合にお

いて、同年 1月14日（火）午後 5時までに当該認定に係る

申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加

資格が与えられないことがあり、同日までに申請を行った

ときでも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に

係る入札参加資格が与えられないことがある。また、申請

書類を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及

び入札の日時を申し出ること。）。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　 4 の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、平成24

年度から平成26年度までに県が委託する庁舎等の清掃業務

の特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参

加者の資格等（平成23年10月高知県告示第668号。以下

「告示」という。）第 1の 2の( 5 )に該当し、告示第 6の

規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと及び

告示第 1の 2の( 5 )に該当しないこと。

( 5 )　医療法（昭和23年法律第205号）第15条の 2 及び医療

法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第 9条の15に規定

する清掃の業務を適正に行う能力のある者であること。

( 6 )　( 1 )から( 5 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、仕様書及び入札説明書の交付場所

並びに問い合わせ先

郵便番号788－0785

宿毛市山奈町芳奈 3番地 1

高知県立幡多けんみん病院総務課

4以上

2以上

「

を

「

別表第32の表中

」

」

3 1

1 0

2

0



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
5
8
号

平
成

2
5
年
1
2
月
2
7
日
（
金
曜
日
）
　

1
5
1
5

電話番号0880－66－2225

( 2 )　仕様書及び入札説明書の交付方法

平成25年12月27日（金）から平成26年 1月14日まで（高知

県の休日を定める条例（平成元年高知県条例第 2号）第 1条

第 1項各号に掲げる日を除く。）の午前 9時から午後 5時ま

で（午後零時から午後 1時までの間を除く。）の間に( 1 )の

交付場所で交付する。

( 3 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

平成26年 2月20日（木）午後 1時30分

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、平成26年

2月19日（水）午後 5時までに( 1 )の交付場所に必着する

こと。

イ　場所

宿毛市山奈町芳奈 3番地 1　高知県立幡多けんみん病院

　 3階大会議室

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

ア　入札保証金

免除する。

イ　契約保証金

高知県公営企業局契約規程（昭和41年高知県企業局管理

規程第 5号。以下「契約規程」という。）第22条及び第23

条の規定による。

 ( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を平成26

年 1月14日午後 5時までに 3の( 1 )の交付場所に提出し、こ

の一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなけ

ればならない。また、開札の日までの間において、高知県公

営企業局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他契約規程第12条各号のいずれかに該当する入札は、無効と

する。

( 5 )　落札者の決定方法等

契約規程第 9条の規定により決定された予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落

札者とする。ただし、低入札価格調査の基準価格を設定して

いるため、基準価格に満たない入札が行われた場合は、最低

の価格をもって入札した者であっても、落札者とならないこ

とがあり、また、落札者が、入札の日から契約を締結する日

までの間に、告示第 1の 2の( 5 )に該当し、告示第 6の規定

により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1の 2

の( 5 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないも

のとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

( 9 )　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the services to be 

required: Cleaning of Kochi Prefectural Hata-Kenmin 

Hospital

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Tuesday 14 

January 2014

( 3 )　Date and time for the submission of bid tender: 

1:30 P.M. on Thursday 20 February 2014 (bid tender 

submitted by registered mail should be received by

5:00 P.M. on Wednesday 19 February 2014)

( 4 )　Contact: General Affairs Division, Kochi 

Prefectural Hata-Kenmin  Hospital, 3-1 Yoshina

Yamana-cho, Sukumo City, Kochi 788-0785 Japan

Tel: 0880-66-2225

政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般

競争入札に付する。

平成25年12月27日

高知県公営企業局長　岡林　美津夫

1　入札に付する事項

( 1 )　委託業務の名称及び数量

高知県立あき総合病院清掃業務　一式

( 2 )　委託業務の履行場所

高知県立あき総合病院の病院棟及び構内（安芸市宝永町 1

番32号地内）

( 3 )　委託業務の仕様等

仕様書による。

( 4 )　委託業務の履行期間

平成26年 4 月 1日から平成27年 3月31日まで

( 5 )　入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の100分の 8 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載

すること。

2　入札参加資格

次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、 4の( 3 )により事前

にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた

者は、この一般競争入札に参加することができる。

( 1 )　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

4の規定に該当しない者であること。

( 2 )　平成24年から平成26年までに高知県が委託する庁舎等

の清掃業務の特定調達契約に係る競争入札参加資格者名簿

（以下「名簿」という。）に登載されている者又は名簿に

登載されていない者で平成26年 2月 4日（火）までに高知

県総務部管財課において、一般競争入札及び指名競争入札

の参加資格の認定を受けたものであること（この場合にお

いて、同年 1月14日（火）午後 5時までに当該認定に係る

申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加

資格が与えられないことがあり、同日までに申請を行った

ときでも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に

係る入札参加資格が与えられないことがある。また、申請

書類を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及

び入札の日時を申し出ること。）。

( 3 )　この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物

品購入等関係指名停止要領（平成 7 年12月高知県告示第

638号）に基づく指名停止等の措置を受けていない者であ

ること。

( 4 )　 4 の( 3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があ

ることの確認を受ける日から入札の日までの間に、平成24

年度から平成26年度までに県が委託する庁舎等の清掃業務

の特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参

加者の資格等（平成23年10月高知県告示第668号。以下

「告示」という。）第 1の 2の( 5 )に該当し、告示第 6の

規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと及び

告示第 1の 2の( 5 )に該当しないこと。

( 5 )　医療法（昭和23年法律第205号）第15条の 2 及び医療

法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第 9条の15に規定

する清掃の業務を適正に行う能力のある者であること。

( 6 )　( 1 )から( 5 )までに掲げるもののほか、入札説明書に

示した入札参加資格要件を満たす者であること。

3　契約条項を示す場所等

( 1 )　契約条項を示す場所、仕様書及び入札説明書の交付場所

並びに問い合わせ先
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郵便番号784－0027

安芸市宝永町 1番32号

高知県立あき総合病院総務課

電話番号0887－34－3111

( 2 )　仕様書及び入札説明書の交付方法

平成25年12月27日（金）から平成26年 1月14日まで（高知

県の休日を定める条例（平成元年高知県条例第 2号）第 1条

第 1項各号に掲げる日を除く。）の午前 9時から午後 5時ま

で（午後零時から午後 1時までの間を除く。）の間に( 1 )の

交付場所で交付する。

( 3 )　入札及び開札の日時及び場所

ア　日時

平成26年 2月21日（金）午後 1時30分

郵送による場合は、書留郵便によるものとし、平成26年

2月20日（木）午後 5時までに( 1 )の交付場所に必着する

こと。

イ　場所

安芸市宝永町 1番32号　高知県立あき総合病院本館　 6

階会議室

4　その他

( 1 )　入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

( 2 )　入札保証金及び契約保証金

ア　入札保証金

免除する。

イ　契約保証金

高知県公営企業局契約規程（昭和41年高知県企業局管理

規程第 5号。以下「契約規程」という。）第22条及び第23

条の規定による。

 ( 3 )　入札に参加を希望する者に求められる事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示

した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を平成26

年 1月14日午後 5時までに 3の( 1 )の交付場所に提出し、こ

の一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなけ

ればならない。また、開札の日までの間において、高知県公

営企業局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、こ

れに応じなければならない。

( 4 )　入札の無効

この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、

入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その

他契約規程第12条各号のいずれかに該当する入札は、無効と

する。

( 5 )　落札者の決定方法等

契約規程第 9条の規定により決定された予定価格の制限の

範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落

札者とする。ただし、低入札価格調査の基準価格を設定して

いるため、基準価格に満たない入札が行われた場合は、最低

の価格をもって入札した者であっても、落札者とならないこ

とがあり、また、落札者が、入札の日から契約を締結する日

までの間に、告示第 1の 2の( 5 )に該当し、告示第 6の規定

により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第 1の 2

の( 5 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないも

のとする。

( 6 )　手続における交渉の有無

無

( 7 )　契約書作成の要否

要

( 8 )　関連情報を入手するための照会窓口

3の( 1 )に同じ。

( 9 )　詳細は、入札説明書による。

5　Summary

( 1 )　Nature and quantity of the services to be 

required: Cleaning of Kochi Prefectural Aki General 

Hospital

( 2 )　Deadline for the submission of documents to 

certify the qualification: 5:00 P.M. on Tuesday 14 

January 2014

( 3 )　Date and time for the submission of bid tender: 

1:30 P.M. on Friday 21 February 2014 (bid tender 

submitted by registered mail should be received by

5:00 P.M. on Thursday 20 February 2014)

( 4 )　Contact: General Affairs Division, Kochi 

Prefectural Aki General  Hospital, 1-32 Hoei-cho, Aki 

City, Kochi 784-0027 Japan

Tel: 0887-34-3111
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